
 Ｂ型肝炎訴訟とは、幼少期に受けた集団予防接種等（予防接種またはツベル
クリン反応検査をいいます）の際に注射器（注射針または注射筒）が連続使用
されたことによってＢ型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国によ
る損害賠償を求めている訴訟です。 

 平成元年に５名の方が提訴され、これらの方々に対しては、平成18年の最高
裁判決により国の責任が確定し、損害賠償をお支払いしました。 

 そして、平成20年３月以降、先行訴訟と同様の状況にあるとして、700名以
上の方々から集団訴訟が提起されていましたが、平成22年５月に和解協議を開
始し、平成23年６月に国と全国Ｂ型肝炎訴訟原告団・弁護団の間で「基本合意
書」が成立し、今後の救済に向けた認定要件や金額が合意されました。 

 また、平成24年１月13日に、「基本合意書」に基づき和解が成立した方々
等に対して、給付金等を支給することとする「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給
付金等の支給に関する特別措置法」（以下「特措法」といいます。）が施行さ
れました。 

 さらに、平成27年３月27日に、死亡又は発症後提訴までに20年を経過した
死亡・肝がん・肝硬変の方々との和解について、国と全国Ｂ型肝炎訴訟原告
団・弁護団の間で「基本合意書（その２）」が締結されました。 

 「基本合意書（その２）」を踏まえ、平成28年８月１日には、死亡又は発症
後提訴までに20年を経過した死亡・肝がん・肝硬変の方々に対しても、給付金
等を支給することとする「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関す
る特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。 

はじめに 

Ｂ型肝炎訴訟とは？ 

 国としては、特措法並びに「基本合意書」及び「基本合意書（その２）」に
基づいて、各地の裁判所において、和解手続を進めています。 

 この和解手続においては、特措法並びに「基本合意書」及び「基本合意書
（その２）」で定めた救済要件に合致するかどうかについて、証拠に基づき、
裁判所で確認していくことになりますので、救済を希望される方々は、国を相
手とする国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。 

 この『Ｂ型肝炎訴訟の手引き』は、Ｂ型肝炎訴訟を提訴し、給付金等を受け
るために必要な資料など、和解の仕組みを分かりやすくお知らせするために作
成したものです。 

本冊子の趣旨 

医療機関の皆さまへ 
 医療記録等の収集や、和解成立後の無症候性キャリアの方の定期検査受診な
ど、患者・感染者の方が来院される機会に、円滑にご対応いただけるよう、本
冊子をご活用いただければ幸いです。 

   ※ 注射器を交換する旨の指導が行われなかったことについて、国の過失責任が認定された
期間は、昭和23年から昭和63年までの間です。現在の予防接種においては、注射器の交
換や予防接種による事故の防止について徹底して指導されています。 
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